
 

 7 災害対策本部の分掌事務   __ _________________________   _____     

本部会議設置時における事務局及び各部の初動対応期の分掌事務を新潟市地域防災

計画（資料編目次４）において定めており、災害時はこの分掌事務に基づいた応急対

策を実施する。 

 

災害対策本部事務局 
 

事務局 班 名 
構成課 

分掌事務 

初動対応期※1 応急復旧期※2 

災害対策本部事務局 
 
事務局⾧ 

危機管理監 
   
事務局次⾧ 

危機管理防災局⾧ 
会計管理者 

 
事務局報道官 

広報課⾧ 
 

情報統括班 
〇危機対策課 

 

１ 気象情報、河川情報、災害情報等の収集、
伝達に関すること 

２ 被害報告に関すること 
３ 現地対策本部の組織化に係る調整に関する

こと 
４ 水防対策の総括に関すること 
５ 自衛隊、DMAT 等及び他団体等への災害派

遣要請事務に関すること 
６ 県災害対策本部との連絡調整に関すること 
７ 防災関係機関との連絡調整に関すること 
８ 防災行政無線局の管理、運用に関すること 
９ その他本部の運営の総括に関すること 

同左 
 

関係調整班 
〇防災課 
  

１ 被害状況、対策状況等のとりまとめに関す
ること 

２ 各部間の連絡調整に関すること 
３ 区災害対策本部事務局との連絡調整に関す

ること 

同左 

庶務班 
〇防災課 

会計課 

１ 本部会議の庶務に関すること 
２ 本部会議決定事項の伝達に関すること 
３ 本部⾧の指示、命令の伝達に関すること 
４ 災害救助法等の適用申請事務に関すること 

同左 

報道班 
〇広報課 

１ 広報対応の統括に関すること 
２ 報道発表に関すること 
３ 報道機関との連絡調整に関すること 
４ 災害情報のホームページ掲載に関すること 
５ 災害写真・映像の撮影に関すること 

同左 

 
※1「初動対応期」 

大地震、土砂災害又は水害の発生直後など、被害状況が不明で、各被災現場での初動対応を
優先させるべき期間（以降「対策部」及び「区本部」の表中においても同様） 
※2「応急復旧期」 

本部⾧の指示に基づき対策が可能となった期間（以降「対策部」及び「区本部」の表中にお
いても同様） 
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全組織共通分掌事務 

 
 
対策部 
 

部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

政策企画対策部  
 
部⾧ 

政策企画部⾧ 
 

副部⾧ 
 統括政策監 

 
情報担当員 

政策調整課⾧補佐 
 

情報連絡員 
 政策企画部職員２名 

企画総務班 
○政策調整課 
 

１  部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２  部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 指定都市市⾧会との連絡調整に関
すること 

左記に加え、 
４ 復興に向けた情報の収集

及び対応検討に関するこ
と 

５ 国、県への陳情の総括に
関すること 

渉外班 
○秘書課 

 

１  本部⾧、副本部⾧の秘書に関する
こと 

２  災害視察者、見舞者の接遇に関す
ること 

同左 

東京事務所班 
〇東京事務所 

１  国等との連絡調整に関すること 
２  災害視察者、見舞者の接遇に関す

ること 

同左 

市民生活対策部 
 
部⾧ 

市民生活部⾧ 
   
副部⾧ 

市民協働課⾧ 
（市民生活班⾧兼務） 

  
情報担当員 

市民協働課⾧補佐 
 
情報連絡員 
 市民協働課職員２名 

市民生活班 
〇市民協働課 

市民生活課 
男女共同参画課 
広聴相談課 

１  部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２  部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３  食糧・物資に関する区本部のニー
ズの集約と対応に関すること 

４  応援協定に基づく民間団体からの
食糧・物資の調達・運搬に関する
こと 

５ 救援物資の受入れに関すること 
６  救援物資の区本部への運搬に関す

ること 
７  食糧・物資の調達に係る経済対策

部との連携に関すること 

左記に加え、 
８ 被災者の市民相談、陳情

対応の統括に関すること 

文化スポーツ対策部 
 
部⾧ 

文化スポーツ部⾧ 
   
副部⾧ 

文化政策課⾧ 
（文化スポーツ班⾧兼務） 

  
情報担当員 

文化政策課⾧補佐 

文化スポーツ班 
○文化政策課 
 新潟市美術館 

新津美術館 
歴史文化課 
文化財センター 
文書館 
スポーツ振興課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 文化施設の使用に関すること 
４ 体育施設の使用に関すること 
５ 市民生活対策部への協力（特に食

料・物資対策）に関すること 

左記に加え、 
６ 災害記録の作成に関する

こと 
７ 市内の文化財の被害状況

等の把握、応急修理に関
すること 

１  所管施設利用者の安全確保に関すること 

２  所管施設の被害調査及び応急対策に関すること 

３  部内の協力に関すること 

４  所掌事務に関し、応援協定に基づく民間団体への応援要請に関すること（平常時の連絡調整含む） 

５  計画に基づいた応急対策マニュアルの作成と本部事務局への提出に関すること（平常時） 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

観光・国際交流対策部  
 
部⾧ 

観光・国際交流部⾧ 
   
副部⾧ 

観光政策課⾧ 
（観光班⾧兼務） 

 
情報担当員 

観光政策課⾧補佐 
 

観光班 
○観光政策課 

観光推進課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 観光施設の被害状況の把握に関
すること 

４ 観光滞在者の対応に関すること 
 
（全市のとりまとめの他、上記の所

掌事務に関し、東区及び中央区内
の対応に関すること） 

左記に加え、 
５ 観光施設・滞在者への対応

の統括に関すること 
 
（全市のとりまとめの他、上記

の所掌事務に関し、東区及び
中 央 区 内 の対 応 に 関す る こ
と） 

国際班 
○国際課 
 

１ 被災外国人との連絡調整に関す
ること 

２ 海外からの支援の受入れに関す
ること 

同左 
 

環境対策部 
 
部⾧ 

環境部⾧ 
   
副部⾧ 

環境政策課⾧ 
（環境総務班⾧兼務） 

 
情報担当員 

環境政策課⾧補佐 
 
情報連絡員 

環境政策課職員１名 
循環社会推進課職員１名 

 

環境総務班 
○環境政策課 

環境対策課 
循環社会推進課 
廃棄物対策課 
 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 応急作業計画の策定に関するこ
と 

４ 廃棄物の処分に関すること 
５ 応急仮設トイレの設置に関する

こと 
６ 汲み取り便槽又は浄化槽の衛生

管理に関すること 
７ 環境対策に関すること 
８ 豊栄郷清掃施設処理組合との連

絡調整に関すること 

同左 

各清掃班 
循環社会推進課 
（○新田清掃センター） 
（○亀田清掃センター） 
（○巻清掃センター） 
（○舞平清掃センター） 

 廃棄物対策課 
（○清掃事務所） 

１ 処理施設の被害状況等の把握、
報告に関すること 

２ 廃棄物の収集、運搬、処理処分
に関すること 

３ 応急機材、要員の出動要請に関
すること 

４ 家庭ごみの臨時集積場の選定・
設置に関すること 

５ ごみ、し尿の収集状況の把握に
関すること 

６ 所管の区本部区民生活班との連
絡調整に関すること 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

福祉対策部 
 
部⾧ 

福祉部⾧ 
   
副部⾧ 
 福祉総務課⾧ 
 （福祉総務班⾧兼務） 
 
情報担当員 

福祉総務課⾧補佐 
 
情報連絡員 

福祉部職員２名 
 
 
 
 
 
 
 

福祉総務班 
○福祉総務課 

福祉監査課 
 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 社会福祉施設の被害状況のとりま
とめ及び応急対策の統括に関する
こと 

４ 社会福祉団体との連絡調整状況 
のとりまとめに関すること 

５ 避難所の開設状況のとりまとめに
関すること 

６ 保健衛生対策部との連絡調整に関
すること 

左記に加え、 
７ 災害弔慰金の支給、災害援

護資金の貸付等に関するこ
と 

８ 避難所（避難所外避難者を
含む）の収容対策及び管理
運営の統括に関すること 

要配慮 者班 
○障がい福祉課 

身体障がい者更生相談所 
知的障がい者更生相談所 
高齢者支援課 
地域包括ケア推進課 
介護保険課 
保険年金課 

１ 要配慮者対策の統括に関すること 
２ 福祉避難所の指定、開設及び運営

の統括に関すること 
 

左記に加え、 
３ 国民健康保険料の減免の統

括に関すること 
４ 国民年金保険料の免除の統

括に関すること 

こども未来対策部 
 
部⾧ 

こども未来部⾧ 
   
副部⾧ 
 こども政策課⾧ 
 （こども未来班⾧兼務） 
 
情報担当員 

こども政策課⾧補佐 
 

情報連絡員 
こども未来部職員２名 

こども未来班 
○こども政策課 

こども家庭課 
児童相談所 
幼保運営課 
幼保支援課 
 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 児童福祉施設の被害状況のとりま
とめ及び応急対策の統括に関する
こと 

４ 災害ボランティア活動の支援の統
括に関すること 

５ 災害ボランティア関係団体との連
絡調整に関すること 

 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

保健衛生対策部 
 
部⾧ 

保健衛生部⾧ 
   
副部⾧ 

保健所⾧ 
 
情報担当員 

保健衛生総務課⾧補佐 
 
情報連絡員 

保健衛生総務課職員 
２名 

 

保健衛生総務班 
○保健衛生総務課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整及び
総括に関すること 

２ 部内の被害状況及び対策状況の取りま
とめに関すること 

３ 部内の職員状況の把握及び配備調整に
関すること 

４ 部内の活動物品等の購入に関すること 
５ 部内の活動経費のとりまとめに関する

こと 
６ 部内の活動内容のとりまとめに関する

こと 
７ 部の会議に関すること 
８ 部内の報道対応に関すること 
９ 道路被害状況の把握に関すること 
10 搬送車両等及び搬送要員の確保及び

管理に関すること 

同左 

医療対策班 
○地域医療推進課 

保健管理課 
 健康増進課 

こころの健康センター 

１ ＤＭＡＴ等医療チームの活動状況の把
握に関すること 

２ 医療施設の稼動状況及び被害状況に関
すること 

３ 災害医療コーディネートチームのサポ
ートに関すること 

４ 医療関係団体等との連絡調整に関する
こと 

５ 救護所の被害状況の把握及びとりまと
めに関すること 

６ 救護所の設置及び管理に関すること 
７ 避難所の巡回診療等に関すること 
８ 医療救護班の編成及び派遣に関するこ

と 
９ 医療ボランティアの受入れ及び派遣調

整に関すること 
10 患者、医薬品、救護班、医療ボラン

ティア及び部職員の搬送に関するこ
と 

11 精神科医療機関の被害状況の把握及
び支援に関すること 

12 こころのケアの需給の把握に関する
こと 

13 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ
Ｔ）の受入れ及び派遣調整に関する
こと 

14 薬局等の稼動状況及び被害状況に関
すること 

15 医薬品等供給団体の被害状況の把握
及びとりまとめに関すること 

16 医薬品等供給センターの設置及び管
理に関すること 

17 医療資器材等の確保及び管理に関す
ること 

18 歯科医療施設の稼動状況及び被害状
況に関すること 

19 歯科医療救護の実施に関すること 
20 被災者の歯科衛生指導の実施に関す

ること 
21 支援歯科医師及び歯科衛生士の受入

及び派遣調整に関すること 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

 保健対策班 
○保健管理課 

健康増進課 
こころの健康センター 

 

１ 保健活動の調整に関すること 
２ 保健活動報告のとりまとめに関する

こと 
３ 保健活動物品等の把握・配布に関す

ること 
４ 支援保健師・助産師・看護職・栄養

士の派遣要請、受入れ及び調整に関
すること 

５ 安否確認対象者の確認、支援に関す
ること 

６ 被災者の健康管理、心身機能低下予
防に関すること 

７ 被災地の感染症まん延防止対策の実
施に関すること 

８ 避難所の衛生管理に関すること 
９ 避難所等における感染症予防対策の

実施に関すること 
10 被災者への精神的ケアの連携・調整

に関すること 
11 被災者の特別食・特殊ミルク等に関

する情報収集及び確保調整に関する
こと 

同左 

 食品衛生班 
○食の安全推進課 

食肉衛生検査所 

１ 食品衛生施設の被害状況等の情報収
集に関すること 

２ 緊急食品の安全確保に関すること 
３ 給食施設及び食品営業施設等の指導

監視に関すること 

左記に加え、 
４ 食中毒発生時の対応に関す

ること 
 

 環境衛生班 
○環境衛生課 

衛生環境研究所 

１ 入浴施設の被害状況等の情報収集に
関すること 

２ 入浴施設の提供要請及び機会の確保
に関すること 

３ 入浴施設の指定及び広報に関するこ
と 

４ 入浴施設の衛生管理に関すること 
５ 飲料水関連の情報収集に関すること 
６ 飲料水の衛生確保に関すること 
７ 給水再開時の対応に関すること・ 

浸水被害等の情報収集に関すること 
８ 自治会等への防疫用薬剤の配布に関

すること 
９ 防疫用薬剤の確保及び保管に関する

こと 

同左 

 動物保護班 
環境衛生課 

（○動物愛護センター） 

１ 被災動物の情報収集に関すること 
２ 避難所における同行避難動物の飼育

管理に関すること 
３ 被災動物の保護管理に関すること 
４ 特定動物の保護に関すること 

同左 

 遺体埋火葬班 
○環境衛生課 

１ 埋火葬の実施に関すること 
２ 斎場の手配・搬送に関すること 
３ 遺体の保存にかかる物資の調達に関

すること 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が 
班⾧。これ以外の課･機関 
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

経済対策部 
 
部⾧ 

経済部⾧ 
   
副部⾧ 

産業政策・イノベーシ
ョン推進課⾧ 

（経済班⾧兼務） 
 
情報担当員 

産業政策・イノベーシ
ョン推進課⾧補佐 

経済班 
○産業政策・イノベーショ

ン推進課 
商業振興課 
企業誘致課 
雇用・新潟暮らし推進課 

 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 商工業関係の被害調査、報告の
統括に関すること 

４ 商工業関係団体との連絡調整の
統括に関すること 

５ 食糧・物資の調達に係る市民生
活対策部との連携に関すること 

 

左記に加え、 
６ 商工業者に対する被災届出

証明発行事務の統括に関す
ること 

７ 商工業者に対する災害融資
関連事務の統括に関するこ
と 

 

農林水産対策部 
 
部⾧ 

農林水産部⾧ 
   
副部⾧ 

農林政策課⾧ 
 
情報担当員 

農林政策課⾧補佐 
 

農林水産班 
○農林政策課 

農業活性化研究センター 
農村整備・水産振興課 
食と花の推進課 
 
 

１  部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 農林水産業の被害調査、報告等
に関すること 

４ 家畜伝染病の防疫に関すること 
５ 農業、水産業関係団体との連絡

調整に関すること 
６ 農地及び農業用施設の被害状況

の把握、応急対策に関すること 
７ 農地のたん水排除に関すること 
８ 農作物、水産物の確保に関する

こと 
 
（全市のとりまとめの他、上記の所

掌事務に関し、東区及び中央区内
の対応に関すること） 

左記に加え、 
９ 農林水産業者に対する被災

届出証明発行事務の統括に
関すること 

10 農林水産業者に対する災害
融資関連事務の統括に関す
ること 

 
（全市のとりまとめの他、上記

の所掌事務に関し、東区及び
中 央 区 内 の対 応 に 関す る こ
と） 

 

市場班 
○中央卸売市場 

１ 市場施設の被害状況等の把握に
関すること 

２ 青果水産物の緊急集荷及び分荷
に関すること 

３ 卸・仲卸業者との連絡調整に関
すること 

左記に加え、 
４ 市場機能の早期回復に関す

ること 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

都市政策対策部 
 
部⾧ 

都市政策部⾧ 
 
副部⾧ 

都市計画課⾧ 
（宅地班⾧兼務） 

 
情報担当員 

都市計画課⾧補佐 

宅地班 
○都市計画課 

都市政策部付 
 まちづくり推進課 
 技術管理課 

新潟駅周辺整備事務所 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 部内調整に関すること 
４ 宅地等の応急危険度判定に関す

ること 
５ 建築対策部、土木対策部、下水

道対策部への協力に関すること 
 

同左 

公共交通班 
○都市交通政策課 
 港湾空港課 
 新潟駅周辺整備事務所 

１ 公共交通機関、港湾施設、空港
施設の被害状況等の把握に関す
ること 

２ 公共交通、港湾、空港関係との
連絡調整に関すること 

 

同左 

建築対策部 
 
部⾧ 

建築部⾧ 
 
副部⾧ 
 住環境政策課⾧ 

（建築班⾧兼務） 
 
情報担当員 

住環境政策課⾧補佐 
 
 

建築班 
○住環境政策課 

建築行政課 
建築保全課 
公共建築課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のと
りまとめに関すること 

３ 部内調整に関すること 
４ 被災建築物の被害状況等の把握

に関すること 
５ 公共建築及び市営住宅の被害状

況等の把握に関すること 
６ 建物の応急危険度判定に関する

こと 
７ 被災建築物に係る二次災害防止

指導、監督に関すること 

左記に加え、 
８ 市施設の応急修理に関するこ

と 
９ 市営住宅の応急復旧に関する

こと 
10 災害救助法適用時の被災住宅

の応急修理に関すること 
11 応急仮設住宅の建設に関する

こと 
12 応急仮設住宅入居者の選定に

関すること 
13 災害復興住宅資金等の融資相

談に関すること 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が 
班⾧。これ以外の課･機関 
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

土木対策部 
 
部⾧ 

土木部⾧ 
 
副部⾧ 
 土木総務課⾧ 
 （土木班⾧兼務） 
 
情報担当員 

土木総務課⾧補佐 
 
情報連絡員 

土木部職員２名 
 

土木班 
○土木総務課 
 道路計画課 
 みどりの政策課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整に
関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとりま
とめに関すること 

３ 部内調整に関すること 
４ 道路施設の被害状況等の把握に関す

ること 
５ 公園施設の被害状況等の把握に関す

ること 
６ 河川、海岸施設の被災状況の把握に

関すること 
７ 土砂災害の危険箇所、被害状況の把

握に関すること 
 

左記に加え、 
８ 土木施設等災害復旧事業

に関すること 
９ 道路施設の応急復旧、仮

復旧に関すること 

下水道対策部 
 
部⾧ 

下水道部⾧ 
 
副部⾧ 
 経営企画課⾧ 

（下水道班⾧兼務） 
 
情報担当員 

経営企画課⾧補佐 
 
情報連絡員 

下水道計画課職員 
２名 

 

下水道班 
○経営企画課 
 下水道計画課 
 東・西部地域下水道事務所 
 下水道管理センター 
 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整に
関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとりま
とめに関すること 

３ 部内調整に関すること 
４ 下水道施設（農業集落排水事業施設

を含む）の被災による2次災害防止
に関すること 

５ 下水道施設（農業集落排水事業施設
を含む）の被害状況等の把握に関す
ること 

６ たん水排除に関すること 
７ 建設資材及び機器の調達に関するこ

と 
８ 排水路の被災による2次災害防止に

関すること 
 

左記に加え、 
９ 下水道施設（農業集落排

水事業施設を含む）の仮
復旧に関すること 

10 排水路の仮復旧に関する 
  こと 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧
が班⾧。これ以外の課･
機関の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

総務対策部 
 
部⾧ 

総務部⾧ 
   
副部⾧ 

総務課⾧ 
 （総務班⾧兼務） 
 
情報担当員 

総務課⾧補佐 
 
情報連絡員 

総務課職員１名 
行政経営課職員１名 

 

総務班 
○総務課 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 市庁舎及び自動車の被害状況の調
査に関すること 

４ 市庁舎非常電源、非常回線電話の
管理に関すること 

５ 電話交換手の非常配備に関するこ
と 

６ 応急対策車両の配車及び借上げ等
に関すること 

７ 緊急輸送車両の確認申請等に関す
ること 

８ 本庁舎での従事者の執務室及び駐
車場の調整に関すること 

９ 他団体からの応援職員の宿泊施設
の調整に関すること 

左記に加え、 
10 災害統計に関すること 
 

ＩＣＴ班 
○情報システム課 
 デジタル行政推進課 

１ 庁舎内の電算機器の保守管理に関
すること 

同左 

職員班 
○人事課 

職員課 

１ 職員配備体制及び人員の調整に関
すること 

２ 従事者の給食、衛生管理に関する
こと 

３ 職員の健康の保持に関すること 

同左 

受援班 
○行政経営課 

 

１ 他団体からの応援を要する対策部
との調整に関すること 

２ 他団体からの応援職員の受け入れ
に関する総合調整に関すること 

左記に加え、 
３ 災害関係法令等の解釈に関する 

こと 

財務対策部 
 
部⾧ 

財務部⾧ 
   
副部⾧ 
 財務企画課⾧ 
 （財務班⾧兼務） 
 
情報担当員 

財務企画課⾧補佐 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

財務班 
〇財務企画課 

財務課 
契約課 
会計課（出納担当） 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調整
に関すること 

２ 部内の被害状況、対策状況のとり
まとめに関すること 

３ 物資調達業者、工事関係業者の指
導、連絡に関すること 

４ 義援金の受入れ・保管に関するこ
と 

左記に加え、 
５ 市施設関係の被害金額のとりまと

めに関すること 
６ 災害関係予算の算定・調整等に関

すること 
７ 災害関係補助金等の調整に関する

こと 

用地班 
○財産活用課 

用地対策課 

１ 市有地の使用に関すること 
 

左記に加え、 
２ 応急仮設住宅用地の確保に関する

こと 

調査班 
○税制課 

市民税課 
資産税課 
納税課 

１ 福祉対策部の協力（特に避難所対
策）に関すること 

２ 市民生活対策部の協力（特に食
糧・物資対策）に関すること 

 

３ 一般住家の被害調査及び被災者台
帳の作成に関すること 

４ 一般住家世帯に関する罹災証明の
発行に関すること 

５ 小災害見舞金、義援金の配布に関
すること 

６ 市税の災害減免等の指導に関する
こと 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧
が班⾧。これ以外の課･
機関の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

消防対策部 
 
部⾧ 

消防局⾧ 
   
副部⾧ 
 消防局消防企画監 

消防局次⾧ 
 
情報担当員 

企画人事課⾧補佐 
 
情報連絡員 

企画人事課職員２名 
 

消防総務班 
○企画人事課 

総務課 
予防課 
規制指導課 

１ 消防職員の招集及び配置に関すること 
２ 災害状況の把握、情報の収集に関する

こと 
３ 関係機関との情報連絡に関すること 
４ 消防応援の要請および情報連絡に関す

ること 
５ 消防庁舎、施設に関すること 
６ 消防部隊の後方支援に関すること 
７ 物資および食料等の調達に関すること 
８ 消防広報に関すること 
９ 部内の連絡調整に関すること 

同左 

警防班 
○警防課 

救急課 
指令課 

 

１ 災害の警戒及び防ぎょ対策に関するこ
と 

２ 気象、河川情報の部内伝達及び地震津
波広報に関すること 

３ 消防部隊の活動、指揮に関すること 
４ 救急隊の活動及び救急資機材に関する

こと 
５ 医療機関との連絡調整に関すること 
６ 消防応援部隊の活動に関すること 
７ 消防団方面隊本部との連絡調整に関す

ること 
８ 消防団員の招集、配置に関すること 
９ 消防車両、資機材に関すること 

同左 

各消防班 
○各消防署 
 各消防署予防課 
 各消防署消防課 

出張所 

１ 災害の予防、警戒、防ぎょ活動に関す
ること 

２ 災害状況の把握、情報収集、市民広報
に関すること 

３ 避難勧告の伝達、誘導に関すること 
４ 人命救助、救急活動に関すること 
５ 行方不明者の捜索に関すること 
６ 消防団の現場活動指揮に関すること 
７ 消防応援部隊の現地運用に関すること 
８ 区本部との連絡調整に関すること 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が班
⾧。これ以外の課･機関の⾧
が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

水道対策部 
 
部⾧ 

総務部⾧ 
 
副部⾧ 

技術部⾧ 
 
情報担当員 
 経営管理課⾧補佐 
 
情報連絡員 

総務課職員１名 
計画整備課職員１名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統括班 
○経営管理課 

計画整備課 

１ 水道対策部の運営に関すること 
２ 対策部内の情報収集、伝達、連絡調整

に関すること 
３ 対策部内の被害状況等の解析に関する

こと 
４ 情報連絡体制の運用に関すること 
５ 対外関係部署との伝達、連絡調整に関

すること 
６ 災害査定に関すること 
７ 各対策班に属さない業務に関すること 

同左 

総務・経理班 
○総務課 

経理課 
営業課 
 

１ 職員の出勤、配置、安全、衛生管理に
関すること 

２ 応援要請に関すること 
３ 市民広報及び報道機関への情報提供に

関すること 
４ 資材、燃料、職員用物資等の確保、調

達、集計に関すること 
５ 応急物資の整理、管理、配給に関する

こと 
６ 水道応援隊・水道ボランティアの受入

れ、及びその活動支援に関すること 
７ 対策部内の電算システムに関すること 
８ 集中受付体制による電話対応のとりま

とめに関すること 

同左 

給水班 
○中央料金事務所 

秋葉料金事務所 
技術管理室 

１ 応急給水活動の総合調整に関すること 
２ 運搬給水、拠点給水、仮設給水に関す

ること 
３ 拠点給水所（飲料水兼用耐震性貯水

槽）の立上げ、管理に関すること 
４ 仮設給水所（避難所等）の立上げ、管

理に関すること 
５ 仮設給水所（消火栓）における給水設

備の立上げ、管理に関すること。 

同左 

管路班 
○管路第1課 

管路第2課 
中央工事事業所 
秋葉工事事務所 
北工事事務所 
西蒲工事事務所 

１ 水道管路（導水、送水、配水、給水
管）の被害状況等の把握、応急復旧・
恒久復旧に関すること 

２ 水道管路の復旧対策の計画立案に関す
ること 

同左 

浄水班 
○浄水課 
（各浄水場） 

１ 取水、導水、浄水、送水、配水施設
（管路を除く）の被害状況等の把握、
応急復旧・恒久復旧に関すること 

２ 取水、導水、浄水、送水、配水施設
（管路を除く）の復旧計画立案に関す
ること 

３ 拠点給水所（浄水場・配水場）におけ
る給水設備の立上げ・管理に関するこ
と 

同左 

水質班 
○水質管理課 

１ 飲料水、原水の水質管理に関すること 
２ 応急給水時における飲料水の水質管理

に関すること 

同左 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が班
⾧。これ以外の課･機関の⾧
が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

教育対策部 
 
部⾧ 

教育次⾧ 
 
副部⾧ 

教育次⾧ 
 
情報担当員 

教育総務課⾧補佐 
 

教育総務班 
○教育総務課 

 

１ 部内の情報収集、伝達、連絡調
整に関すること 

２ 市の教育施設の被害状況、対策
状況のとりまとめに関すること 

同左 

学校施設班 
○施設課 

１ 市立学校施設の被害状況等の把
握、応急復旧に関すること 

２ 避難所開設・設営支援に関する
こと 

左記に加え、 
３ 避難所の管理運営の支援に関

すること 

学校指導班 
○学校支援課 

学務課 
学校人事課 
教育職員課 
特別支援教育課 
総合教育センター 

１ 児童生徒の避難対策指導及び被
災状況の把握に関すること 

２ 学校教職員の災害時出動体制の
指導に関すること 

３ 各学校班への指示伝達等に関す
ること 

４ 児童生徒のこころのケア対策に
関すること 

左記に加え、 
５ 応急教育の指導に関すること 
６ 被災児童生徒への学用品の支

給に関すること 

保健給食班 
○保健給食課 
 

１ 児童生徒の外傷・疾病調査、保
健指導に関すること 

２ 給食施設の使用に関すること 

同左 

生涯学習班 
○生涯学習推進課 

生涯学習センター・中央公民館 
中央図書館 
 

１ 生涯学習施設の避難所としての
使用に関すること 

２ 生涯学習施設への避難受け入れ
に際する区本部健康福祉班との
連絡調整に関すること 

同左 

各学校班 
○各学校(園) 

(副班⾧は各教頭) 
 

１ 所管施設の保全及び児童生徒の
保護に関すること 

２ 児童、生徒の所在及び安否の確
認に関すること 

３ 通学路の安全確認及び危険箇所
の復旧要請に関すること 

４ 学校が避難所となった場合の避
難所運営への協力に関すること 

５ 災害時における授業の確保また
は再開の計画に関すること 

６ 学校指導班等との連絡調整に関
すること 

同左 

各教育支援センター班 
教育総務課 

（○各教育支援センター） 
 

１ 学校施設班、学校指導班及び保
健給食班の協力に関すること 

２ 区本部との連絡調整に関するこ
と 

同左 
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部 
分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

市民病院対策部 
 
部⾧ 
 市民病院事務局⾧ 
副部⾧ 
 市民病院事務局次⾧ 
 
情報担当員 

管理課⾧補佐 

１ 院内職員の派遣要請に関すること 
２ 保健衛生対策部保健医療対策班との連絡調

整に関すること 
３ 市民病院の機能の保全に関すること 

同左 

第１協力部※ 
 
部⾧ 

選挙管理委員会事務局⾧ 
   
副部⾧ 

選挙管理委員会事務局次⾧ 
 
情報担当員 

選挙管理委員会事務局次⾧補佐 

１ 本部事務局の所掌する事務の実施に関する
こと 

２ 他部及び区本部への協力に関すること 
３ 部内職員の動員に関すること 
４ 選挙管理委員への連絡調整に関すること 

同左 

第２協力部※ 
 
部⾧ 

人事委員会事務局⾧ 
   
副部⾧ 

人事委員会事務局次⾧ 
 
情報担当員 

人事委員会事務局次⾧補佐 

１ 本部事務局の所掌する事務の実施に関する
こと 

２ 他部及び区本部への協力に関すること 
３ 部内職員の動員に関すること 
４ 人事委員への連絡調整に関すること 

同左 

第３協力部※ 
 
部⾧ 

監査委員事務局⾧ 
   
副部⾧ 

監査委員事務局次⾧ 
 
情報担当員 

監査委員事務局次⾧補佐 

１ 本部事務局の所掌する事務の実施に関する
こと 

２ 他部及び区本部への協力に関すること 
３ 部内職員の動員に関すること 
４ 監査委員への連絡調整に関すること 

同左 

第４協力部※ 
 
部⾧ 

議会事務局⾧ 
   
副部⾧ 

議会事務局次⾧ 
 
情報担当員 

議会事務局総務課⾧補佐 

１ 本部事務局の所掌する事務の実施に関する
こと 

２ 他部及び区本部への協力に関すること 
３ 部内職員の動員に関すること 
４ 市議会議員への連絡調整に関すること 
 

同左 

 
※各協力部は第１０条第８項「事務局⾧が指名する職員」に該当するため、３号配備以上で、各
協力部から２名が災害対策本部に参集する。 
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区本部 
 

部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧
が班⾧。これ以外の課･
機関の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

区本部 
 
区本部⾧ 

区⾧ 
   
区副本部⾧ 

副区⾧ 
 
情報担当員    

地域総務課係⾧相当 
（東区、中央区及び西区に
あっては総務課係⾧相当） 
 

区本部事務局 
○地域総務課 
 
※東区、中央区及び西区

にあっては総務課 

１ 区本部の運営に関すること 
２ 区本部内の情報収集、伝達、連絡

調整に関すること 
３ 区本部内の被害状況、対策状況の

とりまとめに関すること 
４ 現地災害対策本部の設営に関する

こと 
５ 所轄警察署、消防署、水道事業

所、教育事務所との連絡調整に関
すること 

６ 市庁舎、自動車の被害状況の調査
に関すること 

７ 市庁舎非常電源、非常回線電話の
管理に関すること 

８ 電話交換手の非常配備に関するこ
と 

９ 応急対策用車両の配車及び借上げ
に関すること 

10 本部事務局への情報伝達、連絡調
整に関すること 

11 水防対策に関すること 

左記に加え、 
12 応急仮設住宅用地の確保に関す

ること 

 広報班 
○地域総務課 
 
※東区、中央区及び西区 

にあっては地域課 

<全区共通> 
１ 広報対応に関すること 
２ 災害写真等の撮影に関すること 
３ 地域コミュニティ、自治会等住民

組織との連絡調整に関すること 
４ 被災者の市民相談、陳情の対応に

関すること 
５ 広報対応に関し、災害対策本部事

務局報道官との連絡調整に関する
こと 

 
<東区、中央区> 
上記に加え、 
６ 商工業関係の被害調査、報告に関

すること 
７ 商工業関係団体との連絡調整に関

すること 
８ 食糧・物資の調達に係る区民生活

班との連携に関すること 
９ 観光施設の被害状況の把握に関す

ること 
10 観光滞在者の対応に関すること 

<全区共通> 
同左 
 
<東区、中央区> 
左記に加え、 
11 商工業者に対する被災届出証明

の発行に関すること 
12 商工業者に対する災害融資に関

すること 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

 区民生活班 
○区民生活課 
(中央区は窓口サービス課) 

１ 食糧・物資に関する市民ニーズの
把握に関すること 

２ 市民生活対策部市民生活班との連
絡調整に関すること 

３ 備蓄物資の運搬、配布に関するこ
と（平常時の管理含む） 

４ 食糧・物資の受入、保管、運搬、
配布に関すること 

５ 応援協定に基づく民間団体からの
食糧・物資の調達・運搬に関する
こと（緊急時） 

６ 炊出しに関すること 
７ 食糧・物資の調達に関し区本部産

業班（東区、中央区は広報班）又
は経済対策部経済班との連携に関
すること 

８ 応急仮設トイレの設置に関するこ
と 

９ 汲み取り便槽の衛生管理に関する
こと 

10 廃棄物対策及び環境対策に係る窓
口対応に関すること 

11 廃棄物対策及び環境対策に係る環
境対策部清掃班との連絡調整に関
すること 

12 防疫薬剤の確保、保管、配布等に
関すること 

13 被災動物（ペット）及び特定動物
に関すること 

14 遺体の安置、移送、埋火葬に関す
ること 

 
 
 

左記に加え、 
15 し尿浄化槽の衛生管理に関する

こと 
16 国民健康保険料の減免に関する

こと 
17 国民年金保険料の免除に関する

こと 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

 健康福祉班 
○健康福祉課※1 

保護課※2 
 
※1構成課･機関には、地域

保健福祉センター及び健

康センター並びに保育園

を含む。 

※2東区、中央区、西区のみ 

１ 社会福祉施設の被害状況の把握、
応急対策の指導に関すること 

２ 社会福祉団体との連絡調整に関す
ること 

３ 要配慮者対策に関すること 
４ 災害ボランティア活動の支援に関

すること 
５ 災害ボランティア関係団体との連

絡調整に関すること 
６ 福祉避難所の開設及び運営に関す

ること 
７ 避難所の開設計画、設営、収容対

策及び管理運営に関すること 
８ 救護所の設置に関すること 
９ 患者等の搬送に関すること 
10 医療資器材等の調達に関すること 
11 医療関係団体等との連絡調整に関

すること 
12 緊急食品の安全確保に関すること 
13 感染症発生予防及び発生時の対策

に関すること 
14 臨時予防接種及び結核健康診断の

実施に関すること 
15 避難所の衛生指導に関すること 
16 健康調査、健康診断、助産に関す

ること 
17 避難所等の栄養管理指導に関する

こと 
18 こころのケア対策に関すること 
19 避難所外避難者の把握に関するこ

と 

左記に加え、 
20 災害弔慰金の支給、災害援護資

金の貸付等に関すること 
21 入浴対策に関すること 
 

 産業班 
(北区、江南区、秋葉区、 

南区、西区、西蒲区のみ 

設置) 

 

○産業振興課 
（西区は農政商工課、 

西蒲区は産業観光課） 

農業委員会事務局・各 
区事務所 

 

１ 商工業関係の被害調査、報告に関
すること 

２ 商工業関係団体との連絡調整に関
すること 

３ 食糧・物資の調達に係る区民生活
班との連携に関すること 

４ 観光施設の被害状況の把握に関す
ること 

５ 観光滞在者の対応に関すること 
６ 農林水産業の被害調査、報告等に

関すること 
７ 家畜伝染病の防疫に関すること 
８ 農業、水産業関係団体との連絡調

整に関すること 
９ 農地及び農業用施設の被害状況の

把握、応急対策に関すること 
10 農地のたん水排除に関すること 
11 農作物、水産物の確保に関するこ

と 

左記に加え、 
12 商工業者に対する被災届出証明

の発行に関すること 
13 商工業者に対する災害融資に関

すること 
14 農林水産業者に対する被災届出

証明の発行に関すること 
15 農林水産業者に対する災害融資

に関すること 
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部 

班    名 
構成課･機関 

（○を付した課･機関の⾧が
班⾧。これ以外の課･機関
の⾧が副班⾧） 

分掌事務 

初動対応期 応急復旧期 

 建設班 
○建設課 
 各地域土木事務所 
 

※東部地域土木事務所は

北区、東区、中央区及

び江南区を所管。西部

地域土木事務所は秋葉

区、南区、西区及び西

蒲区を所管 

 

１ 被災建築物の被害状況等の把握に
関すること 

２ 被災建築物に係る二次災害防止指
導、監督に関すること 

３ 道路施設の災害予防に関すること 
４ 公園施設の災害予防に関すること 
５ 道路施設の被害状況等の把握に関

すること 
６ 公園施設の被害状況等の把握に関

すること 
７ 排水路（下水道未処理区域内）の

災害予防に関すること 
８ 土砂災害警戒区域等の災害予防に

関すること 
９ 建物の応急危険度判定に関するこ

と 
10 宅地等の応急危険度判定に関する

こと 
11 道路交通情報の周知に関すること 
12 たん水排除（下水道未処理区域

内）に関すること 
13 河川、海岸の警戒及び決壊防止に

関すること 
14 消防団（水防活動）の現場活動に

関すること 
15 建設資材及び機器の調達に関する

こと 

左記に加え、 
16 道路施設の仮復旧に関すること 
17 公園施設の仮復旧に関すること 
18 土砂災害危険区域の応急復旧に

関すること 

 各出張所班 
○各出張所 

１ 所管地区内の情報収集、区本部事
務局への伝達に関すること 

２ 自治会・町内会等との連絡調整に
関すること 

３ 被災者の相談等の対応に関するこ
と 

４ 食糧、救援物資の中継、保管、配
布に関すること 

５ 防疫薬剤の配布等に関すること 

同左 

 

※ 担当部⾧等については、その所属又は関係する部署が構成する対策部の副部⾧とする。 
※ 1課で1班を構成する班について、班⾧が職務を行えない場合には、次席職員が職務を代行する。 
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